
　優秀な人材を採用するための手

段の１つとして、入社祝金、入社支

度金、サインオンボーナス（サイニ

ングボーナス）などを支給する企業

が増えていますが、入社して数カ月

後に退職してしまうなど悩ましい

事案も発生しているようです。企業

によっては支給した一時金の返還

を求めることがあるようなので、法

的な問題点について解説します。

 

　入社時に支給される一時金の名

称や趣旨はさまざまです。祝金とし

て数万円を支給したり、支度金とし

て引越費用相当額を支給したりす

るものもあれば、数百万円単位の高

額なものも見受けられます。

　祝金・支度金等で数万円程度の支

給であれば福利厚生とも解されま

すが、ご相談のケースのように50

万円、100万円といった高額である

場合、前払い賃金としての性格を有

するものと考えます。

　賃金ということになれば、入社か

ら一定期間内に自己都合退職をし

た際に全額返還させるという点で

疑問が生じます。前払い賃金であれ

ば既往労働分については、返還する

必要がないからです。

 

　入社一時金の返還請求について

争われた「日本ポラロイド事件（東

京地判平成15.3.31）」では、入社時

に200万円のサイニングボーナス

を支給するものの、１年以内に自発

的に退職した場合は、当該一時金を

返還させるという条件付きでの支

給となっていました。

　入社半年が経過しないうちに自

発的退職をする者が発生したため、

会社が返還を求めたところ、退職者

がこれに応じなかったことから、会

社が提訴するに至りました。

　本判決では、「これらの規定（労基

法５条、16条）の趣旨は、労働者の

足止めや身分的従属を回避して、労

働者の不当な人身拘束を防止しよ

うとするところにあると解される。

したがって、暴行、脅迫、監禁といっ

た物理的手段のほか、労働者に労務

提供に先行して経済的給付を与え、

一定期間労働しない場合は当該給

付を返還する等の約定を締結し、一

定期間の労働関係の下に拘束する

という、いわゆる経済的足止め策

も、その経済的給付の性質、態様、当

該給付の返還を定める約定の内容

に照らし、それが当該労働者の意思

に反して労働を強制することにな

るような不当な拘束手段であると

いえるときは、労働基準法５条、16

条に反し、当該給付の返還を求める

約定は、同法13条、民法90条により

無効であるというのが相当である」

としています。

 

●労基法第5条（強制労働の禁止）
使用者は、暴行、脅迫、監禁その他

精神または身体の自由を不当に

拘束する手段によって、労働者の

意思に反して労働を強制しては

ならない。

●労基法第13条（この法律違反の
契約）
この法律で定める基準に達しな

い労働条件を定める労働契約は、

その部分については無効とする。

この場合において、無効となった

部分は、この法律で定める基準に

よる。

●労基法第16条（賠償予定の禁止）
使用者は、労働契約の不履行につ

いて違約金を定め、または損害賠

償額を予定する契約をしてはな

らない。

●民法90条（公序良俗）
公の秩序または善良の風俗に反

する法律行為は、無効とする。

 

　人材採用の手法としてリファラ

ル採用があります。リファラル採用

とは、自社の社員の紹介を通して人

材を採用する手法のことで、今では

多くの企業で導入されております

が、採用・入社に至った際には、紹介

者となった社員に対し、紹介報酬と

してリファラル手当を支給する場

合があります。

　こちらについても、入社者（被紹

介者）が一定期間内に自発的理由に

より退職した場合、支給額の一部ま

たは全部の返還を求めるケースが

ありますが、内容によっては入社一

時金同様、労基法５条、同16条違反

となる可能性は否定できません。

 

　研修・留学費用や資格取得補助金

等の返還請求も問題になるところ

です。

　これらについても労基法5条、同

16条違反となるか否かで争うもの

となりますが、返還請求が違法とな

らないためには、費用の支給が返還

を要する「貸し付け」であることを

書面等で明確にしておく必要があ

ります。つまり、雇用契約に基づい

て支給された賃金、福利厚生費等で

はなく、労働者の自由意思による留

学・研修制度の利用であって、当該

制度利用に伴い発生した「金銭消費

貸借契約」に基づき支給・貸与され

たものである必要があります。

　留学費用について争われた「みず

ほ 証 券 事 件（ 東 京 地 判 令 和

3.2.10）」では、会社の返還請求が

認められましたが、ここでのポイン

トは、単に金銭消費貸借契約を締結

しておけばよいということではな

く、当該留学への参加の任意性・自

発性、業務との関係性（業務上の必

要性）、復職後３年を超えて勤務し

た場合は免除するなどの返還免除

基準の合理性、返済額・方式の合理

性などを総合的に勘案したうえで

違法であるか否かを判断されると

いうことです。

　入社一時金については、支給額や

支給目的によって取り扱いが異な

るものとなりますが、前述した裁判

例にもあるとおり、労働を強制する

ことになるような不当な拘束手段・

経済的足止め策であると判断され

た場合は労基法違反となりますの

で、返還を求める際は慎重に行う必

要があります。

　私見ですが、入社一時金にせよリ

ファラル手当にせよ、当初から一定

期間経過後に一時金として支給す

ればよいのではないでしょうか。

　弊社では入社時にサインオンボーナスとして100万円を支給していますが、この度、試
用期間中（入社日より３カ月間）の者が自己都合退職となりました。そこで入社時に支給し
た一時金を返金させたいと思いますが可能でしょうか。なお、内定通知書、雇用契約書お
よび就業規則では、返金について一切触れておりません。

入社一時金は賃金か
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【違法性の判断ポイント】
・労働契約とは別の金銭消費貸

借契約の有無

・研修・留学参加への任意性・自

発性

・研修・留学等の業務上の必要

性

・返還免除基準の合理性

・返済額・方式の合理性

リファラル手当の返還請求

おわりに

研修・留学費用等の
返還請求
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